
 

   
「横浜市民共済生活協同組合火災共済事業実施規則」新旧対照表 
 

                                                                        下線部分改正 

改正後 改正前 

（趣 旨）  

第１条 横浜市民共済生活協同組合（以下「組合」

といいます。）は、この組合の火災共済事業規約

（以下「規約」といいます。）第53条に基づき、

この規則を定めるものとします。  

２ この組合の火災共済事業の実施については、定

款及び規約に定めるもののほか、この規則の定め

るところによります。 

 

（事務局等）  

第２条 この組合の業務を実施するため、この組合

に事務局及び普及サービスセンターを置きま

す。  

２ 事務局及び普及サービスセンターの名称、所在

地は、次のとおりです。 

 

第３条～第33条  省 略  

 

附則       省 略 

 

附則 

この規則は、令和５年８月24日から施行します。 

ただし、普及サービスセンターの削除については、 

令和５年９月１日から施行します。 

    名 称     所在地 

事務局 横浜市中区日本大通58 

    日本大通ビル８階 

東神奈川普及サ

ービスセンター 

横浜市神奈川区立町６－１ 

ＡＮＮＩ横浜ＥＡＳＴ２階 

削 除 削 除 

上大岡普及サー

ビスセンター 

横浜市港南区上大岡西二丁目 

10-29 ケントプラザ２階 

削 除 削 除 

中山普及サービ

スセンター 

横浜市緑区中山一丁目８-17 

ポート２ビル３階 

戸塚普及サービ

スセンター 

横浜市戸塚区戸塚町4711-1 

オセアン矢沢ビル２階 

（趣 旨）  

第１条 横浜市民共済生活協同組合（以下「組合」

といいます。）は、この組合の火災共済事業規約

（以下「規約」といいます。）第53条に基づき、

この規則を定めるものとします。  

２ この組合の火災共済事業の実施については、定

款及び規約に定めるもののほか、この規則の定め

るところによります。 

 

（事務局等）  

第２条 この組合の業務を実施するため、この組合

に事務局及び普及サービスセンターを置きま

す。 

２  事務局及び普及サービスセンターの名称、所在

地は、次のとおりです。 

 

第３条～第33条 

 

附則       省 略 

 

 

  名 称      所在地 

事務局 横浜市中区日本大通58-1 

    日本大通ビル８階 

東神奈川普及サ

ービスセンター 

横浜市神奈川区立町６－１ 

ＡＮＮＩ横浜ＥＡＳＴ２階 

関内普及サービ

スセンター 

横浜市中区日本大通58-1 

    日本大通ビル８階 

上大岡普及サー

ビスセンター 

横浜市港南区上大岡西二丁

目10-29 ケントプラザ２階 

二俣川普及サー

ビスセンター 

横浜市二俣川一丁目10番15

号 坂本ビル１階 

中山普及サービ

スセンター 

横浜市緑区中山町308番地11 

ポート２ビル３階 

戸塚普及サービ

スセンター 

横浜市戸塚区戸塚町4711-1 

オセアン矢沢ビル２階 

 


